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【重要】夏季休業中における新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止策について 

新型コロナウイルス感染症は、大都市圏に限らず全国に拡大する傾向にあります。他大学

においても学生への感染が拡大しておりクラスターも発生しています。 

新規感染者には20代の若者が多いことや、飲食店における会食の場等を介した感染の広が

りが指摘され、大学生の飲食店における感染例も確認されています。 

来週から始まる夏季休業中には、帰省やインターンシップ、就職活動などにより県外への

移動や県外からの帰省等による移動者との接触などが増え、感染リスクはこれまでと比較し

て格段に高まることが予想されます。 

ついては、コロナ禍における本年度の夏季休業中においては、下記に示した感染予防及び

拡大防止に万全を期していただき、慎重に行動していただくよう切にお願いします。 

なお、新型コロナウイルス関連の情報は日々変化します。大学としてはホームページへの

掲載やメールで常に最新の情報を発信しますので、学生の皆さんは毎日情報を確認してくだ

さい。また、大学の情報だけでなく、厚生労働省や文部科学省のホームページなど、さまざ

まなメディアを活用して最新の情報を入手する努力をしてください。 

学生の皆さんには、鹿児島大学生として慎重で自覚のある行動をとられることを強くお願

いします。 

記 

１ 基本的な感染予防・拡大防止策の徹底 

 マスク着用（熱中症には要注意）、手洗い・手指消毒、咳エチケット、毎日の検温・健康チェ

ック、ソーシャルディスタンスの確保等、基本的な感染予防・拡大防止策を改めて徹底してく

ださい。 

２ ３密の回避 

 ３密（換気の悪い密閉空間、多人数が集まる密集場所、間近で会話や発声をする密接場面）

となる会合・会食は自粛してください。特に、飲酒を伴うと自制心が弱くなり、３密になる場

面が増えがちです。帰省先での親戚等との会合など、やむを得ない場合でも最大限の注意をお

願いします。 

３ 発熱や風邪症状が出現した場合や濃厚接触者等と認定された場合の対応 

 下記URLの「鹿児島大学生に係る新型コロナウイルス感染症『感染疑い者』『濃厚接触者』対

応フローチャート」に従い行動し、記載している機関への連絡を確実に行ってください。 

大学への連絡は、所属学部・研究科の教務（学生）係又は大学院係（留学生の場合は国際事

業課）へ、休日、時間外の場合は、学生部学生生活課長へ速やかに連絡してください。 

学生の皆様へ



2 
 

また、保健管理センターの「感染症申請webシステム」への入力も併せてお願いします。 

○対応フローチャート 

URL：https://www.kagoshima-u.ac.jp/important/kuspecialsiteforcovid19.html 

○学生生活課長        e-mail：gakuseik@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

○感染症申請webシステム  URL：https://hkc2.cc.kagoshima-u.ac.jp/kansen/admin/ 

   

４ 帰省、インターンシップ、就職活動等のための旅行 

  目的地の都道府県における感染状況を確認し、特に県独自の緊急事態宣言等を出して

いる地域への移動は特に注意し、感染拡大が懸念される地域への移動については、必要

性や緊急性を慎重に判断してください。また、健康不良の場合も計画を中止・変更する

など慎重な行動をとっていただくようお願いします。 

自分も自分以外の人も感染している可能性があることを念頭に、基本的な感染予防・拡

大防止策を徹底するとともに３密を避けて行動してください。 

 

５ サークル（非公認を含む）活動 

   サークル活動については、基本的な感染予防・拡大防止策の徹底、３密の回避を十分

に行うと共に各サークルが所属・加盟する競技連盟・協会等の活動基準に従ってくださ

い。また、同時に熱中症対策も十分に行ってください。 

県外への移動を伴う合宿、遠征等については、５月１８日付けの通知に基づき、引き続

き禁止となっています。ただし、不要不急とは言いがたい重要な公式戦等については、要

望に応じて必要性や重要度について個別に可否の判断を行いますので、学生生活課に相談

してください。 

 

６ 懇親会（特に会食、飲酒を伴う場合）等濃厚な接触が避けられない形式での催しへの参

加自粛 

   公認、非公認を問わずサークルのコンパ（類似するものを全て含む。）、同窓会、宴

会、カラオケボックス等、濃厚な接触が避けられない形式での催しへの参加は、全て自

粛してください。 

当然のことですが、未成年学生の飲酒は絶対に禁止です。また、未成年者と知っていて飲酒

を勧めることも絶対に禁止です。昨年改正された懲戒処分の指針には、未成年飲酒は「停学、 

訓告、厳重注意」と、未成年者と知りながら飲酒をさせた場合は「停学」と明確に処分の種

類が決められており、飲酒に関わる処分は年々厳罰化しています。 

ルール厳守を切にお願いします。 

 

７ アプリ登録のお願い 

   ＰＣＲ検査陽性者との接触情報を教えてくれる厚生労働省が開発した新型コロナウイ

ルス接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」へ、感染拡大防止と自分自身を守るために登録をお

願いします。 

 

令和２年８月７日 

 

                          鹿児島大学理事（教育担当） 


